
群馬県立図書館活用パートナーシップ事業実施要領 

（趣旨） 

１ この要領は、県民の社会教育活動の推進に寄与することを目的に、県内で社会教育活

動を実践する団体（以下、団体という。）と群馬県立図書館（以下、図書館という。）が

協働し、図書館を活用した事業を実施する「群馬県立図書館活用パートナーシップ事

業」について、必要な事項を定めるものとする。 

（事業内容） 

２ 図書館は、団体の実践する社会教育事業（以下、事業という。）に対して協働し、以

下の支援を行うものとする。詳細は、別紙のとおりとする。 

(1) 図書館施設及び設備の提供 

(2) 事業に関する広報の支援 

(3) 事業に関連する図書館資料の紹介、展示 

(4) その他、図書館長が必要と認めるもの 

（対象とする団体） 

３ 対象とする団体は、市民活動団体、町内会等の地域団体、学校のクラブ・サークル、

企業等の事業者やその他の団体で、次のすべての要件を満たすものとする。 

(1) 県内に活動拠点を有し、主たる活動を県内で行っていること 

(2) ３名以上で構成される組織であること 

(3) 事業を遂行できる能力又は実績を有すること 

(4) 宗教活動や政治活動、営利活動を目的とした団体ではないこと 

(5) 特定非営利活動法人にあっては、それに関する事業報告書等の未提出がないこと 

(6) 法人にあっては、県税の滞納がないこと 

(7) 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体等ではないこと 

（対象とする事業） 

４ 対象となる事業は、次のすべての要件を満たすものとする。ただし、テーマや分野は

問わないものとする。 

(1) 図書館の協働事業として適正と認められるもの 

(2) 団体が図書館と協働により実施することで、具体的な効果・成果が期待できるもの 

(3) 広く参加者を募集するもの 

(4) 団体が責任を持って実施できるもの 



（対象としない事業） 

５ 次のいずれかに該当する事業は、対象としない。 

(1) 宗教活動、政治活動、営利活動を目的としたもの 

(2) 公序良俗に反するもの 

(3) 法令、条例等に違反するもの 

(4) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの 

(5) 参加費の徴収、又は商品の販売を実施するもの（講師の著作物や教材の実費頒布を除く） 

(6) その他、協働の対象とすることが適当でないと認められるもの 

（事業期間） 

６ 事業の実施期間は、当該年度の 4月 1日から 3月 31日までとする。ただし、館長が

指定する期間を除くものとする。 

（事業実施日） 

７ 事業は、原則として図書館の開館日、開館時間内に実施するものとする。 

（事業の応募） 

８ 事業は公募し、図書館による審査を経て採択するものとする。 

(1) 応募に必要な書類は以下のとおりとし、事業実施予定日の２カ月前までに、持参又

は郵送・電子メール送付により提出するものとする。 

① 提案シート（別記様式１） 

② チェックシート（別記様式２） 

(2) 応募は、随時受け付けるものとする。 

    なお、一度採択された事業で次年度の継続実施を希望する場合は、改めて応募する

ものとする。 

（事業の審査） 

９ 事業の応募があった場合、書類審査及びヒアリングを実施し、採択の可否を決定す

る。 

（審査基準） 

10 書類審査及びヒアリングは、次の基準で審査する。なお、審査項目・審査の視点は以

下のとおりとする。 

(1) 適格性 

団体と図書館が協働する事業として、相応しい内容であるか。 



(2) 事業効果 

事業内容が、図書館活動及び社会教育の推進に寄与するものであるか。 

(3) 実現性・計画性 

具体的かつ実現可能な計画となっているか。 

(4) 将来性 

図書館と協働することによって、より一層の活性化が見込まれる事業であるか。 

（事業の採択） 

11 審査の結果、採択の可否を決定し、団体あて通知する。 

（報告書） 

12 団体は、事業終了後、１カ月以内に報告書（別記様式３）を提出するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成 30年６月 15日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年１月 22日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年２月 20日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年 12月 16日から施行する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

群馬県立図書館活用パートナーシップ事業実施要領 事業内容 

 

実施要領２（事業内容）について、その詳細は以下のとおりとする。 

 

（1）図書館施設及び設備の提供 

①  会場（ホール、研修室又は研究室） 

②  いす、テーブル、ホワイトボード 

③ 音響機器（ワイヤレスマイク、スピーカー、マイクスタンド等） 

④ 投影機器（プロジェクター、スクリーン、大型モニター等） 

⑤ コード類（延長コード、HDMIケーブル） 

(2) 事業に関する広報の支援 

①  県立図書館内でのチラシ配布、ポスター掲示、案内表示設置 

②  県内市町村立図書館（室）、大学図書館への広報依頼（チラシ、ポスター搬送） 

③  県立図書館ホームページへのお知らせ掲載 

④  報道機関（刀水クラブ）への情報提供 

(3) 事業に関連する図書館資料の紹介、展示 

(4) その他、図書館長が必要と認めるもの 

 


